
市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 飯能市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成講座の企画及び開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の内容） 

「飯能市市民後見人養成講座（基礎編）」          ４日間 

 「養成講座（実践編）修了者のためのフォローアップ講座」  １日 

 

（研修対象者） 

 ・「基礎編」 

市内在住の２５歳以上の方で、成年後見制度を学び、飯能市社会福祉協

議会に属して市民後見人として活動することを目指す者 

・「フォローアップ講座」 

 前年度に開催した「養成講座（実践編）」を修了した者 

 

（研修カリキュラム等） 

  市民後見人養成講座（基礎編） 

  ※カリキュラムは別紙参照 

  ※フォローアップ講座は講演のみ 

 

（講師） 

 弁護士、司法書士、医師、大学教授、社会福祉士、社会保険労務士、福祉

関係者、社会福祉協議会職員、市職員 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

平成２６年９月～１０月    受講者募集 

 

平成２６年１１月       市民後見人養成講座の開催 

 

平成２６年１２月       フォローアップ講座開催 

 

 

 

 

備      考 

 

 



市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 飯能市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

【市民後見推進のための審議会の開催】 

 

飯能市市民後見推進委員会 

 

（構成メンバー） 

弁護士１名、司法書士１名、社会福祉士１ 名、大学准教授１名、 

医師１名、福祉事業所２名、民生委員・児童委員１名、社会福祉協議会１名 

 

（審議内容） 

・飯能市における市民後見推進について 

（市民後見人育成体制、法人後見事業への支援等） 

 

・講座修了者のフォローアップについて 

  （フォローアップ講座のあり方、後見業務に就くまでの活動内容等） 

 

 

   

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

平成２６年 ７月 第１回審議会 

 

平成２７年 ２月 第２回審議会 

    

 

備      考 

 

 

 



講義等名称 時間 学習の意図・目的 主たる学習内容等 講師候補

オリエンテーション 9:00～9:30 講座受講にあたっての諸注意など

成年後見制度入門
（成年後見制度概論）

9:30～11:00
（90分）

成年後見制度が生まれた背景・趣旨及びその理念を理解す
る。

①成年後見制度化の趣旨と背景
②成年後見制度の目的・基本理念
③制度活用の必要性、今後の課題

日本成年後見法学会　常任理事
（けやき野司法書士法人経営責任者）

《休憩》 10分

市民後見制度入門
（市民後見概論①）

11:10～12:40
（90分）

①市民後見人としての社会規範・倫理性を深く理解する。
②市民後見人としての具体的職務とその役割、翻って市民後
見人としては行わないことを深く理解する。
③市町村が市民後見を行うことの意義を理解する。

①市民後見人が生まれてきた背景
②市民後見人への期待
③市民後見人としての社会規範・倫理性
　・尊厳の保持　・本人支援の視点
④市民後見人の職務と役割
⑤法人後見と個人後見
⑥後見手法
　・複数後見等の多様な後見手法
⑦受任の調整（マッチング）について
 （市民後見人と後見を必要な人のリスト化）
⑧地域支援の仕組みをどうつくるか

品川成年後見センター所長

《昼食休憩》 60分

高齢者の理解
認知症の理解①

13:40～15:10
（90分）

認知症や知的障害・精神障害に関する医学的知識、接するう
えでの心構えを学ぶ。

そのうえで、これら支援を必要とする方々が、地域で安心して
生活するために何ができるかを講義を通じて考える。

【高齢者の理解】
①「老いる」とは
②老化はなぜ起こるのか
③心身・知覚機能への変化
④生活機能とは何か
⑤多く見られる疾患と障害

【認知症の理解】
①認知症の医学的基礎知識主な薬
②診断書と鑑定書

南飯能病院

《休憩》 10分

高齢者の理解
認知症の理解②

15:20～16:20
（60分）

同上

【認知症の理解】
①認知症者を中心とした高齢者の状況
②認知症者の特性と接する上での基本的
　態度
③家族への接し方
④認知症者が地域で安心して生活するた
　めにできること

秋草学園福祉教育専門学校

平成26年度　市民後見人養成講座（基礎編）カリキュラム

平成26年11月8日（土） 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
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講義等名称 時間 学習の意図・目的 主たる学習内容等 講師候補

障害者の理解①
9:00～10:00

（60分）

認知症や知的障害・精神障害に関する医学的知識、接するう
えでの心構えを学ぶ。
そのうえで、これら支援を必要とする方々が、地域で安心して
生活するために何ができるかを講義を通じて考える。

①障害者をめぐる状況
②障害に関する医学的基礎知識
③診断書と鑑定書

南飯能病院

《休憩》 10分

障害者の理解②
10:10～11:10

（60分）
同上

①障害者の特性と接するうえでの基本的態度
②家族への接し方
③障害者が地域で安心して生活するため
　にできること

社会福祉法人おぶすま福祉会飯能事業所

《休憩》 10分

飯能型市民後見制度概論
（市民後見概論②）

11:20～12:50
（90分）

①市民後見人としての活動に際し直面することになる課題に
ついてふれる。
②親族後見についての知見を得る。
③飯能型の課題

①支援の実際/後見業務の代表的諸課題
　・医療同意　・死後事務
　・身元保証人との違い
②親族後見について
　・家族の役割と市民後見人のスタンス
③金融機関との関係
④市町村長申立
⑤後見手法
　・複数後見等の多様な後見手法

日本成年後見法学会　常任理事
（けやき野司法書士法人経営責任者）

《昼食休憩》 50分

成年後見制度と市町村責任
13:40～14:40

（60分）
市町村長申立を軸とした後見等業務の適正実施について、
市町村の果たす役割とその責任を学ぶ。

①成年後見制度と市町村の責任
　・市町村長申立
　・老人福祉法第32条
　・トータルコーディネーターとしての
　　市町村の役割
②地域包括支援センターとの関係

【成年後見制度利用援助事業】
①成年後見制度利用援助事業の概要

飯能市福祉部介護福祉課

《休憩》 10分

地域福祉・権利擁護の理念
/日常生活自立支援事業・成年後見制
度利用支援事業

14:50～15:50
（60分）

①地域福祉・権利擁護を踏まえた、市民後見のあり方を学ぶ
②市民後見を支える、日常生活自立支援事業や成年後見利
用支援事業などの事業フレームを学ぶ

①地域福祉・権利擁護の理念と成年後見制度
【日常生活自立支援事業】
①日常生活自立支援事業の概要・実務
②専門員・生活支援員の立場と役割
③成年後見制度との関係

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

《休憩》 10分

消費者被害の実態
16:00～17:00

（60分）
飯能市における消費者被害の実態を学ぶ ・飯能市における消費者被害の実態や消費者セン

ターの役割について。

飯能市市民生活部生活安全課
飯能市消費生活相談員

平成26年度　市民後見人養成講座（基礎編）カリキュラム

平成26年11月15日（土） 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

2 ページ



講義等名称 時間 学習の意図・目的 主たる学習内容等 講師候補

成年後見制度各論Ⅰ・Ⅱ
　・法定後見制度
　・任意後見制度

9:00～10:30
（90分）

市民後見人としての活動に際し必要となる法定後見制度につ
いての制度的理解を得る。

（法定後見制度）
①後見・保佐・補助、各類型の違い
②対象者について
③代理権・取消権
　・代理・取消の範囲、活用方法
④同意権
⑤財産管理
　・財産管理に関する事務
⑥身上監護
　・身上監護に関する事務
⑦専門職後見人の役割
⑧後見報酬
（任意後見制度）
①制度の概要
②任意後見契約の締結
③任意後見契約の開始
④老後の生活設計としての活用法

大森三起子法律事務所

《休憩》 10分

家族法
10:40～11:４0

（60分）
・市民後見人としての活動に際し必要となる家族法の基礎的
素養にふれる。

①家族法の基礎知識
・親族、婚姻、離婚、扶養、未成年後見
②支援のための契約・遺言・相続等に関する基
   本的理解。成年後見制度との関係
③公正証書遺言
・公証人の業務と後見人が揃えるべき書類

大森三起子法律事務所

《休憩》 10分

財産法
11:50～12:50

（60分）

・市民後見人としての活動に際し必要となる財産法の基礎的
素養にふれる。

④財産法の基礎知識
⑤法律行為の概要
⑥時効・物権・債権

大森三起子法律事務所

《昼食休憩》 50分

基調講演
「世界から見た日本の成年後見」

13:40～14:40
（60分）

ドイツを含む世界の成年後見の現状から、日本（飯能）の成
年後見制度を見つめなおし、直面する課題は何かを考える

日本成年後見法学会　理事長

《休憩》 10分

介護保険制度
14:50～16:20

（90分）
介護保険制度の理念やサービスの概要等を、成年後見制度
との関わりのなかで理解する。

①介護保険制度の概要
②介護保険の施設・居住系サービス
③介護保険サービスと後見実務の関係、その実際
④地域包括支援センター
⑤地域支援事業

飯能市地域包括支援センターさかえ町

平成２６年11月22日（土） 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

平成26年度　市民後見人養成講座（基礎編）カリキュラム
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講義等名称 時間 学習の意図・目的 主たる学習内容等 講師候補

成年後見を取りまく関係諸制度の基礎
～生活保護制度～

9:00～10:00
（60分）

後見業務のうえで関係してくる諸制度について、その理念や
現状といった概要を、成年後見制度との関わりのなかで理解
する。

【生活保護制度】
①生活保護制度の概要
②生活保護の現状
③生活保護の活用（申立手続）
④福祉サービスと生活保護

飯能市福祉部生活福祉課

《休憩》 10分

障害者施策/障害者虐待防止法
10:１0～11:10

（60分）

①後見業務のうえで関係してくる障害者 施策について、その
理念や現状といった概要を、成年後見制度との関わりのなか
で理解する。
②障害者虐待の実態と問題意識を学びとる。

①障害者制度の概要
②障害者総合支援法について
③障害者に関する法律
・障害者基本法　　・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法　・精神保健福祉法
④障害者関連機関との関係
【障害者虐待防止法】
①障害者虐待防止法の理解と対応

飯能市福祉部障害者福祉課

《休憩》 10分

成年後見を取りまく関係諸制度の基礎
～健康保険制度・年金制度～

11:20～12:20
（60分）

後見業務のうえで関係してくる諸制度について、その理念や
現状といった概要を、成年後見制度との関わりのなかで理解
する。

【健康保険制度】
①健康保険制度、後期高齢者医療制度の概要
・健康保険の種類　・対象要件　・医療扶助
【年金制度】
①年金制度の概要
　・年金の種類　・受給要件
②国民年金法
　・障害基礎年金

吉村社会保険労務士事務所

《昼食休憩》 60分

高齢者施策/高齢者虐待防止法
13:20～14:20

（60分）

①後見業務のうえで関係してくる高齢者施策について、その
理念や現状といった概要を、成年後見制度との関わりのなか
で理解する。
②高齢者虐待の実態と問題意識を学びとる。

①飯能市の介護保険外の福祉サービス
【高齢者虐待防止法】
①高齢者虐待防止法の理解と対応
cf.親族の年金使い込みへの問題意識

飯能市福祉部介護福祉課

《休憩》 10分

後見実施機関の実務と市民後見活動
に対するサポート体制

14:30～15:30
（60分）

後見実施担当者から直接、当該市町村・地域の後見実施機
関の体制や現実課題を聞くことで、より実践に向けた市民後
見人としての素養を養い、動機を高める。

①当該市町村の成年後見制度利用支援の仕組み
②後見実施機関を中心とした組織体制（関係機関・
関係者との連携の仕組み）
・市民後見人へのサポート
③後見実施機関の実務
④現況課題

飯能市福祉部介護福祉課

《休憩》 10分

現役後見人による実践報告
15:40～16:40

（60分）

現役後見人から直接、実際に行っている支援や直面する課
題を聞くことで、より実践に向けた後見人としての素養を養
い、動機を高める。

①後見業務の実践事例報告
・後見人として行っている支援、後見業務
・本人の生活状況　・課題と感じていること
②参加者との質疑応答（疑問や不安に答える）

弁護士法人龍馬

修了式
16:40～16:50

（10分）
修了式、アンケート提出

平成26年度　市民後見人養成講座（基礎編）カリキュラム

平成２6年11月29日（土） 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
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平成２６年度市民後見人フォローアップ研修開催要綱 

 

 

 

■目  的： 平成２５年度に開催した市民後見人養成講座（実践編）を修了された方

のうち、本会に採用されていない方（４５人）を対象に研修会を実施する。

市民後見人として活動する際に必要な知識と技術を身につけていただくた

めに、継続的に学べる場の提供を行うことを目的とする。 

 

■主 催：社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 

 

■共 催：飯能市 

 

■日  時：平成26年1２月１３日（土）  10：00～12：00   

    

■研修内容：講  演  「認知症の方とのコミュニケーションについてのお話   

～“いてくれてありがとう”といえますか？～」 

  

■開催場所：総合福祉センター ３階大会議室 

 

■対 象 者：平成２５年度市民後見人養成講座（実践編）の全日程を修了した方のうち

本会に採用されていない方 

 

■講  師：関根 一夫氏（木村クリニック カウンセラー） 

 

■講 師 料：社会福祉法人飯能市社会福祉協議会講師等謝礼支払基準による 

 

■受 講 料：無料 

 

■定 員：４５名 

       

■申込期間：平成２６年10月15日（水）～１０月３１日（金） 

 

■申込方法：受講希望者は、「受講申込書」に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸまたは直接、

社会福祉協議会に申込む。 

 

■周知方法：対象者に対して、直接案内文をお送りする。 


